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〈消費者注意情報〉 

ＳＮＳがきっかけの副業トラブルに注意！  

～楽に稼いで儲けるつもりが、高額支払する羽目に！？～ 

 

 

◆◇◆相談事例◆◇◆  

SNSでフォローした相手から、「短時間で稼げるよ」と勧められた副業に興味をもち、メッセ

ージアプリで話を聞いた。仕事は動画共有SNSのスクリーンショットを指定された送付先に

送るという「簡単な作業（タスク）」で、試しに隙間時間にやってみたら、１回 200円の報酬が

もらえたので信用した。その後、「もっと楽に稼げる」と暗号資産の投資タスクに誘われて 

グループチャットに参加し、指定された個人名義の口座に参加費用20万円を振り込んだ。 

投資状況を確認する専用アプリを見たら利益が出たので、出金しようとしたら、「出金には 

グループ全員の作業が必要」と言われた。  

しかし、その作業で私のミスがあったと言われ、修正費用45万円を請求された。 

騙されたのだろうか。 （60 歳代 男性） 

 

 

 

◆◇◆ココに注意！◆◇◆ 

 

★ 「SNS」がきっかけの副業トラブルが増えています！  

都内の消費生活センターには、「SNS がきっかけで」副業を勧められ、トラブルになったと 

いう相談が、年代を問わず多く寄せられています。最初に少額の報酬を渡して信用させ、次第

に高額な投資や追加費用を請求される手口が目立ちます。 

そのほとんどは詐欺の可能性が高く、稼ぐつもりが、逆に大金を支払うことになります。 

 

★ 怪しいと見抜いてトラブル回避！知っておきたい詐欺的副業の主な特徴  

・連絡手段がメッセージアプリだけで住所や電話番号等が不明  

→ 相手がどこの誰なのか分からず、トラブルになった場合、連絡がとれなくなることもあります。 

 

・振込先が「個人名義」の預金口座  

→ 指定される振込先の「個人名義」は都度変わることが多く、振込後の取戻しはほぼ不可能です。 

 



・最初に単価の低いタスクで成功報酬を受領させ、高額なタスクへ誘導  

→ お金を受け取れる安心感を植え付け、高額な支払への不安感を下げます。 

 

・報酬受取に理由をつけて費用の支払を要求  

→ 「払戻しには税金がかかる」「口座凍結されたので解除料が必要」 

「あなたのミスが原因で」などの理由をつけて費用を請求します。 

 

・副業で稼ぐはずが「投資」の話にすり替わる  

→ 「もっと楽に稼げる」と暗号資産や未公開株など投資に誘われたら要注意です。 

 

★ 少しでもおかしいなと思ったら、お近くの消費生活センターへご相談ください 

「簡単に稼げる話」は要注意です。申込みをする前に、よく確認し、内容を理解してからでも  

遅くはありません。一度支払ったお金を取り戻すことは、非常に困難です。副業をするはずが

「経費の支払」を促されたら、消費生活センターへご相談ください。 

 

 

◎お近くの消費生活センター     局番なし  188  （消費者ホットライン） 

 

 

（出典）東京くらしWEB 2025年１０月３０日公表 

 

 〈消費者トラブル FAQ〉 

 

【定期購入】 

Q．『1 回限り』『お試し』と思い商品をネット購入。事業者に解約の連絡がつかない。 

解約したい。 

A．回答 

事業者に解約の電話が繋がらない場合は、以下のように対応しましょう。 

 

１．解約方法が「電話」に限定されていても、念のため電話以外の連絡方法（メール等）が分かる

場合は、「解約するために事業者に電話をかけているが繋がらない」旨を送信しておきます。 

２．電話やメール等の発信履歴、連絡した証拠などを残しておきます。  

３．引続き解約の連絡をし、解約できる期限を過ぎてから事業者に連絡がとれた場合は、上記

の証拠を示しながら、解約交渉します。 

 

お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 



※詳しく知りたい方 

いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない。 

どうしたらよいですか。 

https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_12.html 

 

【害虫駆除の相談先】 

Q．害虫が出たが駆除の仕方がわからない。どこに相談すればよいか。 

A.回答 

全国47都道府県にあるペストコントロール協会において「害虫相談所」が設けられており、

電話などによる相談受付を無料で行っています。 

また、日本ペストコントロール協会では、自分でできる害虫等の予防・駆除の仕方について 

ホームページで紹介しています。 

  

※詳しく知りたい方 

・都道府県ペストコントロール協会一覧（日本ペストコントロール協会）

https://pestcontrol.or.jp/pages/82/ 

 

・有害生物の対策（日本ペストコントロール協会） 

https://pestcontrol.or.jp/pages/33/ 

 

■消費生活相談窓口 

・消費者ホットライン 「１８８（いやや！）」番 

 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通３桁の電話番号 

 

 

（出典）独立行政法人国民生活センター「消費者トラブル FAQサイト」より抜粋 

 

 

 

〈各種講座のお知らせ〉 

 

詳細はこちら→ 

     ↓          

https://www.city.toshima.lg.jp/kurashi/shohi/koza/index.html 

https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_12.html
https://pestcontrol.or.jp/pages/82/
https://pestcontrol.or.jp/pages/33/


  

豊島区在住・在勤・在学の方の商品の購入や契約のトラブルなど、消費生活に関する相談は

「豊島区消費生活センター」で受け付けています。 

【相談専用電話】 

局番なし 188（全国共通ダイヤル）  

03-3984-5515（豊島区消費生活センター） 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/021970.html 

●発行・問い合わせ先：豊島区産業振興課消費生活グループ   TEL：03-4566-2416 

 

https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/021970.html

